
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

番
号

頁 回答

1

工期内での工事完了が原則ですが、資
材の不足を原因とした工事の遅れなど
による受注者の責によらない期間の延
期等については、協議により必要があ
ると認められる場合には、対応いたし
ます。

現在、空調工事の発注が全国的に相次
いでいる為、機器やその他材料の生
産、供給が追い付いていないと聞いて
います。関連工事も含め、材料調達に
遅れが生じ、その結果、工期内での施
工が困難となった場合は受注者がその
責を負うことなく工期延長などの措置
を取っていただけるものでしょうか。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教61

工 事 名 淀江小学校空調設備設置電気設備工事

質問内容


